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はじめに 

 

本宮市では、平成 27 年３月に「本宮市障がい者計画・第４期

障がい福祉計画」を策定し、障がいのある方が安心して地域で生

活できるよう、福祉政策の充実に取り組んでまいりました。 

国においては、平成 28 年に障害者差別解消法が施行されると

ともに、障害者雇用促進法が改正される等、法体制の整備が進ん

でおります。国の制度改正を踏まえながら、本市においても、暮

らしやすさを身近に感じていただける地域社会づくりが求めら

れております。 

 

このような背景の中、本市では、第１次計画の成果と課題、支援に関するニーズ調査結果

を反映し、障がい者福祉の総合的な取り組みを推進するため、「本宮市第２次障がい者計画」

を策定いたしました。 

 

本計画では、基本理念の実現に向け、４つの基本方針を設けております。また、基本方針

を達成するための基本施策を定め、今後７年間の障がい福祉事業の方向性を明示いたしまし

た。 

 

本計画で掲げる基本理念「障がい児・障がい者が、生きがいをもって安心して生活してい

るまち 共生社会を目指す もとみや」が、障がいのある方をはじめ、ご家族、市民の皆様全

体により一層浸透していくことを心より期待しております。 

 

市民の皆様、関係団体・福祉事業所の皆様にご理解とご協力をお願い申し上げ、皆様とと

もに歩ませていただきたいと存じます。 

 

結びに、本計画の策定にあたり、専門的な立場からご意見やご提言をいただきました「本

宮市保健福祉行政推進協議会」委員の皆様をはじめ、パブリックコメントにご協力いただき

ました市民の皆様、関係団体の皆様に、心から感謝申し上げます。 

 

  

 令和２年 12 月 

                    

本宮市長 高松 義行 
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第１章 計画の策定にあたって 

１．計画策定の背景・趣旨 

わが国では、平成 18 年に国際連合が採択した障害者権利条約の批准に向けた国内法の

整備を進めるため、障がいのある人に係る施策の抜本的な見直しが進められてきました。 

 

平成 23 年には改正障害者基本法が施行され、障がいの有無にかかわらず人格と個性を

尊重する共生社会の実現を目指すことが掲げられ、平成 24 年には、障がいのある人の権

利利益の擁護を目的とする障害者虐待防止法が施行されるとともに、平成 25 年には、障

害者基本法の趣旨を踏まえ、障害者自立支援法が障害者総合支援法として改正施行されま

した。 

 

また、平成２８年には、障がいのある人の人権擁護に向けた障害者差別解消法が施行さ

れるとともに、雇用の分野における差別を禁止する障害者雇用促進法が改正される等、各

分野において障がいのある人の視点に立った支援の整備が示されました。 

 

さらに、平成 30 年には、地域共生社会の実現に向けた取り組みを推進する地域包括ケ

アシステムの強化のための介護保険法等の一部改正法が施行され、法制度の面における

「共生社会」の実現に向けた動きが進められてきました。 

 

本市では、こうした国の制度改正を十分に踏まえながら、平成 22 年３月に「本宮市障

がい者計画」、平成 27 年３月に「本宮市障がい者計画・第４期障がい福祉計画」を策定

する等、障がい福祉施策の総合的な推進を図ってきましたが、計画の期間満了に伴い、令

和２年度から令和８年度までの７ヵ年を計画期間とした、「本宮市第２次障がい者計画」

を新しく策定します。  

 



 

 

2 

【国における法律・制度の動向】 

※法令等の名称は略称となっています。 

 
主な動向 

平成 17 年 

・「発達障害者支援法」の施行 

（発達障がいの定義の明確化、発達障がいへの理解促進、保健、医

療、福祉、教育、雇用等の分野を超えて一体的な支援を行なう体制

の整備等） 

平成 18 年 

・「障害者自立支援法」の施行 

（身体障がい、知的障がい、精神障がいの一元化、地域生活移行の

推進、就労支援、障害福祉サービス体系の再編等） 

・「バリアフリー新法」の施行 

（公共交通機関、道路、建築物、都市公園、路外駐車場を含め、障

がい者が利用する施設や経路を一体的にとらえた総合的なバリアフ

リー化の推進等） 

・「教育基本法」の全部改正 

（「教育の機会均等」に関する規定に、障がいのある者が十分な教育

を受けられるよう、教育上必要な支援を講ずべきことを新たに明記

等） 

平成 19 年 

・「障害者権利条約」に署名 

（障がい者の人権、基本的自由の享有の確保、障がい者の固有の尊

厳の尊重を促進するため、障がい者の権利を実現するための措置等

を規定等） 

平成 23 年 

・「改正障害者基本法」の施行 

（障害者権利条約の理念に沿った所要の改正。目的規定や障がい者

の定義の見直し、基本的施策に防災、防犯、消費者としての障がい

者の保護を追加等） 

平成 24 年 

・「障害者虐待防止法」の施行 

（障がい者虐待とその類型等を定義。虐待を受けた障がい者の保護、

養護者に対する支援の措置等） 

平成 25 年 

・「障害者総合支援法」の施行 

（障害者自立支援法を障害者総合支援法とし、障がい者の範囲に難

病患者等を追加。重度訪問介護の対象拡大、ケアホームのグループ

ホームへの一元化等／一部平成２６年に施行） 

・「障害者優先調達推進法」の施行 

（国や地方公共団体による障がい者就労施設等からの物品の調達の 

推進等） 

平成 26 年 

・「障害者権利条約」批准 

（署名から約７年かけて、条約締結に向けた国内法制度改革を進め、

日本は 140 番目の締結国となる） 
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主な動向 

平成 28 年 

・「障害者差別解消法」の施行 

（障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行

政機関事業者等における措置等を定め、障がいを理由とする差別の

解消を推進する等） 

・「改正障害者雇用促進法」の一部施行 

（雇用の分野における障がい者に対する差別の禁止及び障がい者が

職場で働くにあたっての支障を改善するための措置[合理的配慮の

提供義務]を定めるとともに、精神障がい者を法定雇用率の算定基礎

に加える等） 

・「成年後見制度利用促進法」の施行 

（成年後見制度の利用の促進について、基本的な事項を定めるとと

もに、成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的

に推進する等） 

・「改正発達障害者支援法」の施行 

（ライフステージを通じた切れ目のない支援、家族等も含めた、き

め細やかな支援を推進、発達障害者支援地域協議会の設置等） 

平成 30 年 

・障害者総合支援法及び児童福祉法の一部改正法の施行 

（「自立生活援助」、「就労定着支援」の創設等） 

・地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部改正法の

施行 

（地域共生社会の実現に向けた取り組みの推進等） 

令和元年 

・障害者雇用促進法の一部改正法の施行 

（障がい者の活躍の場の拡大、国及び地方公共団体における障がい

者の雇用状況についての的確な把握等） 
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【県における主な動向】 

 

福島県においては、平成 27 年３月に「第４次福島県障がい者計画」（平成 27 年度～

令和２年度）を策定し、計画の基本理念として「障がいのある方の人権、人格が尊重され、

等しく社会の一員として生活できる社会の実現～障がいのある方もない方も、ともに生き

る社会を目指して」を掲げ、障がいのある方が安心して、個々の能力を思う存分発揮でき

る社会づくりを進めています。 

 

また、基本目標には、次の 4 つを設定し、具体的取り組みを進めています。 

 

○障がいのある方の地域生活への移行支援 

「生活支援」、「保健・医療・福祉」、「ライフステージに応じた障がいのある子どもへ

の支援」を重点施策とし、グループホームでの地域生活の実現が最終目標ではなく、

段階的に地域での自立した生活を望む障がいのある方に対しても適切な支援をして

いくことを目指しています。 

 

○障がいのある方が自立した生活を送るための支援 

「社会参加の促進」、「雇用・就業、経済的自立の支援」を重点施策として、障がいの

ある方が地域社会の構成員として、自らの生活様式（ライフスタイル）を決定できる

よう、生活のあらゆる場面で適切な支援をしていくことを目指しています。 

 

○障がいのある方が活躍できる社会づくり 

「生活環境」、「障がいのある方のアクセシビリティの向上」を重点施策として、障が

いのある方の人権及び基本的自由が確保され、障がいのある方が地域のあらゆる場面

に参加、参画し、地域に溶け込んでいる社会において、夢と希望を持ち、生き生きと

自らの個性・能力を思う存分発揮し、活躍することができる社会づくりを目指してい

ます。 

 

○障がいのある方にとって、安全・安心で差別のない社会づくり 

「安全・安心」、「差別の解消及び権利擁護の推進」を重点施策として、障がいのある

方に対する防災対策、防犯対策及び消費者被害からの保護が図られて、安心して生活

することができる社会づくりとともに、障がいを理由とした差別がなく、相互に人格

と個性を尊重し合いながら共生できる社会づくりを目指しています。 
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２．計画の位置付け 

本計画は、障害者基本法第 11 条第３項に基づく「市町村障害者計画」に位置付けられ、

中長期的に本市における障がいのある人に関する施策全般を体系的に推進していくため

の基本的な方向を定めるものです。 

また、本計画は「本宮市第２次総合計画」を上位計画として位置付けるとともに、その

他の各種関連計画との整合性を図りながら定めるものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本宮市第２次総合計画 

福
島
県
障
が
い
者
計
画 

本宮市地域福祉計画 

本宮市高齢者福祉
計画・介護保険事
業計画 
 

本宮市子ども・子
育て支援事業計画 
 

本宮市健康増進・ 
食育推進計画 
 

本宮市障がい者計画 

本宮市障がい福祉計画・ 

障がい児福祉計画 
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３．計画の期間 

本計画の期間は、障がい福祉計画・障がい児福祉計画の計画期間を踏まえ、令和２年度

から令和８年度までの７ヵ年とします。 

また、国や福島県の行政施策の動向、社会経済情勢等の変化を見極めながら、必要に応

じて計画の見直しを行うこととします。 

なお、障がい福祉計画・障がい児福祉計画は、障害者総合支援法第 88 条に基づき、厚

生労働大臣の定める「基本指針」に即して３年ごとの計画策定が定められていることから、

令和３年度から第６期計画、令和６年度から第７期計画を策定していきます。 

 

 令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

障がい者計画 

 

    

 

 

障がい福祉計画・ 

障がい児福祉計

画 

 

      

 

 

 

 
 

見直し 

第６期計画 第７期計画 

第５期計画 

第２次計画 
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４．計画の対象 

本計画において、計画の対象である障がいのある人とは、「障害者基本法」第２条に示

される「身体障がい、知的障がい又は精神障がいがあるため、長期にわたり日常生活又は

社会生活に相当な制限を受ける人」を総称しています。その他に、難病に起因する身体上

や精神上の障がいがある人、注意欠陥・多動性障がい（ＡＤＨＤ）、学習障がい（ＬＤ）

等の発達障がい及びてんかんや自閉症等を有する人で、長期にわたり生活上の支障がある

人等を含みます。 

また、18 歳未満で児童福祉法に規定する障がいのある人を障がい児、18 歳以上の身

体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（精神保

健福祉法）に規定する障がいのある人を障がい者と呼びます。 

障がい者施策を推進するにあたっては、市民一人ひとりや、地域、ボランティア団体や

企業等、各主体が障がいに対する理解を深めることが重要であるため、市民全体も計画の

対象とします。 

 

 

 

 
 

５．計画の策定方法 

本計画の策定にあたっては、障がいのある人等の現状を適切に把握するためのアンケー

ト調査を実施するとともに、障がい者等や関係者の意見を反映させるため、庁内会議での

検討をはじめ、本宮市保健福祉行政推進協議会での協議を経て策定しました。 

また、令和２年１０月２２日から１１月４日までパブリックコメントを実施し、ご意見

を伺いました。 
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第２章 本市の障がい者を取り巻く現状と課題 

１．統計データからみる本宮市の現状 

（１）総人口と年齢３区分別人口の推移 

本市における総人口をみると、減少傾向が続き、平成 31 年では 30,421 人となって

います。 

年齢 3 区分別人口をみると、65 歳以上人口（高齢者人口）が増加する一方、15-64

歳人口（生産年齢人口）と 0-14 歳人口（年少人口）は減少傾向となっています。 

 

【総人口と年齢３区分別人口の推移】 

4,188 4,154 4,125 4,074 4,020

18,968 18,687 18,575 18,290 18,098

7,634 7,816 7,944 8,155 8,303

30,790 30,657 30,644 30,519 30,421

0

20,000

40,000

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

0-14歳人口 15-64歳人口 65歳以上人口

(人)

  

資料：住民基本台帳（各年３月末日） 
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（２）障がい者手帳所持者数等の推移 

障がい者手帳所持者数（身体障害者手帳・療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持

者／重複含む）をみると、平成 29 年と平成 30年は減少傾向でしたが、平成 31 年では

増加に転じ、1,430 人となっています。また、障がい者手帳所持者数の人口に対する割

合は、平成 31 年では 4.70％となっており、市民の約 21 人に１人が障がいのある状況

となっています。 

 

【障がい者手帳所持者数等の推移】 

1,424 1,434 1,408 1,404 1,430

4.62 4.68 4.59 4.60 4.70
0

10

20

0

1,000

2,000

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

障がい者手帳所持者数 人口に対する割合

(％)(人)

 

資料：社会福祉課（各年４月１日） 

（３）身体障害者手帳所持者数の推移 

身体障害者手帳所持者の総数をみると、減少傾向が続き、平成 31 年では 1,001 人と

なっています。 

年齢別をみると、65 歳以上が最も多く、平成 31 年では 726 人（構成比 72.5%）と

なっています。平成 31 年では、次いで 18-64 歳が 251 人（同 25.1%）、18 歳未満

が 24 人（同 2.4%）と続いています。 

 

【年齢別身体障害者手帳所持者数の推移】 

20 22 23 25 24299 262 260 268 251

766 767 740 709 726

1,085 1,051 1,023 1,002 1,001

0

500

1,000

1,500

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

18歳未満 18-64歳 65歳以上

(人)

 
資料：社会福祉課（各年４月１日） 
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等級別をみると、1 級が最も多く、平成 31 年では 351 人（構成比 35.1%）となっ

ています。平成 31 年では、次いで 4 級が 221 人（同 22.1%）、２級が 160 人（同

16.0%）と続いています。また、重度（１、２級）の障がい者は、511 人（同 51.0%）

と続いています。 

 

【等級別身体障害者手帳所持者数の推移】 

 

360 339 343 339 351

174 176 169 163 160

158 154 148 153 145

252 240 225 220 22158 58 55 48 50

83 84 83 79 74
1,085 1,051 1,023 1,002 1,001

0

500

1,000

1,500

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

1級 2級 3級 4級 5級 6級

(人)

 

 

障がい種別をみると、肢体不自由が最も多いながら、減少傾向が続いており、平成 31

年では 541 人（構成比 54.0%）となっています。平成 31 年では、次いで内部障がい

が 295 人（同 29.5%）、聴覚・平衡機能障がいが 94 人（同 9.4%）と続いています。 

 

【障がい種別身体障害者手帳所持者数の推移】 

49 52 53 57 55106 107 103 100 94

10 10 11 12 16

631 610 582 550 541

289 272 274 283 295
1,085 1,051 1,023 1,002 1,001

0

500

1,000

1,500

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

視覚障がい 聴覚・平衡機能障がい 音声・言語等機能障がい 肢体不自由 内部障がい

(人)

 

資料：社会福祉課（各年４月１日） 
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（４）療育手帳所持者数の推移 

療育手帳所持者の総数をみると、平成 28 年以降 250 人台で推移しており、平成 31

年では 259 人となっています。 

年齢別をみると、18-64 歳が最も多く、平成 31 年では 157 人（構成比 60.6%）と

なっています。平成 31 年では、次いで 18 歳未満が 76 人（同 29.3%）、65 歳以上が

26 人（同 10.0%）となっています。 

 

【年齢別療育手帳所持者数の推移】 

69 83 76 76 76

151 149 155 153 157

25 25 25 28 26
245 257 256 257 259

0

100

200

300

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

18歳未満 18-64歳 65歳以上

(人)

 

 
 

程度別をみると、B（中度・軽度）が多く、平成 31 年では 183人（構成比 70.7%）

となっています。一方 A（重度）は、平成 31 年では 76 人（同 29.3%）となっていま

す。 

 

【程度別療育手帳所持者数の推移】 

81 79 79 77 76

164 178 177 180 183

245 257 256 257 259

0

100

200

300

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

Ａ Ｂ

(人)

 

資料：社会福祉課（各年４月１日） 
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（５）精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 

精神障害者保健福祉手帳所持者の総数をみると、増加傾向が続き、平成 31 年では 170

人となっています。 

年齢別をみると、18-64 歳が最も多く、増加傾向が続き、平成 31 年では 149 人（構

成比 87.6%）となっています。平成 31年では、次いで 65 歳以上が 15 人（同 8.8%）、

18 歳未満が６人（同 3.5%）となっています。 

 

【年齢別精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移】 

2 5 3 4 6
86

111 116 128
149

6

10 10
13

15
94

126 129
145

170

0

100

200

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

18歳未満 18-64歳 65歳以上

(人)

 

 
 

等級別をみると、２級が最も多く、平成 30 年以降増加傾向が続き、平成 31 年では

100 人（構成比 58.8%）となっています。平成 31 年では、次いで３級が 63 人（同

37.1%）、１級が７人（同 4.1%）となっています。 

 

【等級別精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移】 

7 7 7 7 760 76 74 87 100
27

43 48
51

63

94

126 129
145

170

0

100

200

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

1級 2級 3級

(人)

 

資料：社会福祉課（各年４月１日） 
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（６）自立支援医療費受給者数の推移 

自立支援医療費受給者数をみると、平成 30 年以降増加傾向が続き、平成 31 年では

396 人となっています。 

 

【自立支援医療費受給者数の推移】 

311 328 300

362 396

0

200

400

600

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

(人)

 

資料：社会福祉課（各年４月１日） 
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２．アンケート調査からみる本宮市の現状 

（１）調査の概要 

① 調査の目的  

本調査は、障がい者のふだんの生活の状況や将来への希望、考え方をお伺いし、本計画

等の基礎資料とすることを目的として実施しました。 

 

 

② 調査の概要 

●調 査 対 象 者：市内在住の障がい者手帳（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福

祉手帳）をお持ちの方及び自立支援医療費受給者 

●調 査 期 間：令和元年 1１月８日から 11 月 28 日まで 

●調 査 方 法：郵送配布・郵送回収 

●回 収 結 果：配布数 1,660 件、有効回収数 825 件、有効回収率 49.7％ 

 

 

③ 図表等の見方について 

●図表中の「ｎ」は、その設問の回答者数を表します。 

●集計した数値（％）は小数点第２位を四捨五入し、小数点第１位まで表示しています。

そのため、質問に対する回答の選択肢が１つだけの場合、選択肢の数値（％）をすべて

合計しても、100.0％にならない場合があります。 

●回答者数を分母として割合（％）を計算しているため、複数回答の場合には、各選択肢

の割合を合計すると 100.0％を超えることがあります。 

●本文中、調査結果の経年比較をするために「前回」と表記している箇所があります。こ

れは平成 29 年８月に実施した「本宮市『第 5 期障がい福祉計画』策定のためのアンケ

ート調査」を表します。 
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（２）アンケート調査結果の概要 

① 現在の生活で困っている・不安に思うことについて 

「自分の身体・健康のこと」が 58.2％と最も高く、次いで「生活費のこと」が 30.4％、

「親の老後や親がいなくなってからのこと」が 20.0％となっています。 

前回調査と比較すると、「生活費のこと」が 4.3ポイント前回より増加しています。 

障がい種別をみると、身体障がい者では「自分の身体・健康のこと」が、知的障がい者で

は「親の老後や親がいなくなってからのこと」が、精神障がい者では「自分の身体・健康の

こと」と「生活費のこと」が、それぞれ最も高くなっています。また、知的障がい者では「親

の老後や親がいなくなってからのこと」が、精神障がい者では「生活費のこと」と「親の老

後や親がいなくなってからのこと」、「就職・仕事のこと」が、全体と比べ 20 ポイント以上

高くなっています。 

 

【現在の生活で困っている・不安に思うこと（上位５項目／複数回答）】 

自分の身体・健康のこと

生活費のこと

親の老後や親がいなくなって

からのこと

介助してくれる人のこと

特にない

58.2

30.4

20.0

17.0

16.2

58.4

26.1

16.1

20.1

14.1

0% 20% 40% 60% 80%

今回調査（n=825） 前回調査（n=616）

 

※今回調査の「就職・仕事のこと」は、６位以下で 13.2%。 

【障がい種別・現在の生活で困っている・不安に思うこと（上位５項目／複数回答）】 

 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 

身体障がい者

(n＝371) 

自分の身体・

健康のこと 
生活費のこと 

介助してくれ

る人のこと 
特にない 

住宅・生活の
場所のこと/ 
親の老後や親
がいなくなっ
てからのこと 

61.2％ 25.1％ 19.4％ 18.6％ 9.4％ 

知的障がい者

(n＝90) 

親の老後や親
がいなくなっ
てからのこと 

自分の身体・

健康のこと 
生活費のこと 

学校卒業後の

進路のこと 

就職・仕事の

こと 

45.6％ 32.2％ 21.1％ 18.9％ 

精神障がい者

(n＝70) 

自分の身体・

健康のこと 
生活費のこと 

親の老後や親
がいなくなっ
てからのこと 

就職・仕事の

こと 

相談できる人

がいないこと 

61.4％ 47.1％ 41.4％ 17.1％ 
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② 差別や偏見等を感じることの有無について 

「ほとんど感じたことはない」が 31.2％と最も高く、「まったく感じたことはない」

（16.2％）を合わせた『感じたことはない』は 47.4％となっています。反対に、「よく感

じる」（8.4％）と「ときどき感じる」（23.8％）を合わせた『感じる』は 32.2％となって

います。 

前回調査と比較すると、概ね同様の傾向となっています。 

障がい種別をみると、身体障がい者では『感じたことはない』が 54.1%で、『感じる』

（25.0%）を上回っているのに対し、知的障がい者と精神障がい者では、『感じる』（知的

障がい者 43.3%、精神障がい者 51.4%）が『感じたことはない』（知的障がい者 36.6%、

精神障がい者 34.3%）を上回っています。 

 

【差別や偏見等を感じることの有無（単数回答）】 

よく感じる

ときどき感じる

ほとんど感じたことはない

まったく感じたことはない

無回答

8.4

23.8

31.2

16.2

20.5

9.4

25.6

30.2

21.1

13.6

0% 20% 40% 60%

今回調査（n=825） 前回調査（n=616）

 

 

【障がい種別・差別や偏見等を感じることの有無（単数回答）】 

 
よく感じる 

ときどき  

感じる 

ほとんど感じ

たことはない 

まったく感じ

たことはない 
無回答 

身体障がい者 

(n＝371) 

5.1％ 19.9％ 35.8％ 18.3％ 
20.8％ 

『感じる』25.0％ 『感じたことはない』54.1％ 

知的障がい者 

(n＝90) 

10.0％ 33.3％ 23.3％ 13.3％ 
20.0％ 

『感じる』43.3％ 『感じたことはない』36.6％ 

精神障がい者 

(n＝70) 

15.7％ 35.7％ 24.3％ 10.0％ 
14.3％ 

『感じる』51.4％ 『感じたことはない』34.3％ 
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③ 障がい者が働くために必要なことについて 

「勤務先の理解」が 33.2％と最も高く、次いで「仕事を継続するための支援」が 21.6％、

「働くために必要な技術や知識等の習得」が 20.8％となっています。 

前回調査と比較すると、概ね同様の傾向となっています。 

障がい種別をみると、いずれも「勤務先の理解」が最も高くなっています。また、知的障

がい者では「働く障がい者の仲間づくりの場」が、精神障がい者では「仕事を継続するため

の支援」が、全体と比べ 10 ポイント以上高くなっています。 

 

【障がい者が働くために必要なこと（上位５項目／複数回答）】 

勤務先の理解

仕事を継続するための支援

働くために必要な技術や

知識等の習得

仕事に関する相談・必要な

情報の提供

自分の仕事の適性などの

評価

33.2

21.6

20.8

18.4

14.3

30.0

21.4

21.4

17.0

14.8

0% 20% 40% 60%

今回調査（n=825） 前回調査（n=616）

 

※今回調査の「働く障がい者の仲間づくりの場」は、６位以下で 10.1%。 

 

【障がい種別・障がい者が働くために必要なこと（上位５項目／複数回答）】 

 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 

身体障がい者

(n＝371) 

勤務先の理解 

働くために 

必要な技術や

知識等の習得 

仕事に関する

相談・必要な

情報の提供 

仕事を継続す

るための支援 

移動のための

支援/ 

希望する勤務

形態・時間を

選べること 

32.6％ 20.2％ 17.5％ 16.7％ 14.8％ 

知的障がい者

(n＝90) 

勤務先の理解 

働くために 

必要な技術や

知識等の習得 

仕事に関する

相談・必要な

情報の提供 

仕事を継続す

るための支援 

働く障がい者

の仲間づくり

の場 

36.7％ 30.0％ 26.7％ 24.4％ 22.2％ 

精神障がい者

(n＝70) 

勤務先の理解 
仕事を継続す

るための支援 

働くために 

必要な技術や

知識等の習得 

仕事に関する

相談・必要な

情報の提供 

自分の仕事の

適性などの 

評価 

42.9％ 35.7％ 22.9％ 21.4％ 20.0％ 
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④ 地域の活動や行事への参加状況について 

「ほとんど参加していない」が 37.3％と最も高く、次いで「ときどき参加している」が

24.2％、「参加したくない」が 12.7％となっています。 

前回調査と比較すると、概ね同様の傾向となっています。 

障がい種別をみると、いずれも「ほとんど参加していない」が最も高くなっています。ま

た、精神障がい者では「参加したくない」が、全体と比べ 10ポイント以上高くなっていま

す。 

 

【地域の活動や行事への参加状況（単数回答）】 

 

よく参加している

ときどき参加している

ほとんど参加していない

参加していないが、

今後は参加したい

参加したくない

無回答

12.1

24.2

37.3

2.8

12.7

10.8

12.2

24.2

39.1

3.7

10.7

10.1

0% 20% 40% 60%

今回調査（n=825） 前回調査（n=616）

 
 

【障がい種別・地域の活動や行事への参加状況（単数回答）】 

 

よく参加 

している 

ときどき 

参加して 

いる 

ほとんど 

参加して 

いない 

参加して 

いないが、 

今後は参加

したい 

参加したく

ない 
無回答 

身体障がい者 

(n＝371) 
17.5％ 24.5％ 35.0％ 2.2％ 8.9％ 11.9％ 

知的障がい者

(n＝90) 
6.7％ 15.6％ 45.6％ 7.8％ 17.8％ 6.7％ 

精神障がい者

(n＝70) 
10.0 18.6％ 37.1％ 2.9％ 22.9％ 8.6％ 
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⑤ 避難行動要支援者名簿登録制度の認知度について 

「知らない」が 58.4％と最も高く、次いで「知っているが、登録していない」が 20.8％、

「知っており、登録している」が 11.2％となっています。 

障がい種別をみると、いずれも「知らない」が最も高く、特に精神障がい者では、全体と

比べ 20ポイント以上高くなっています。 

 

【避難行動要支援者名簿登録制度の認知度（単数回答）】 

 
知っており、

登録している 

知っている

が、登録して

いない 

知らない 無回答 

全体(n＝825) 11.2％ 20.8％ 58.4％ 9.6％ 

身体障がい者 

(n＝371) 
14.3％ 24.8％ 49.1％ 11.9％ 

知的障がい者

(n＝90) 
10.0％ 14.4％ 67.8％ 7.8％ 

精神障がい者

(n＝70) 
5.7％ 10.0％ 82.9％ 1.4％ 

 

⑥ 福祉避難所の認知度について 

「福祉避難所について、何も知らない」が 58.8％と最も高く、次いで「福祉避難所の名

前は聞いたことがあるが、内容も市内の場所も知らない」が 12.4％、「福祉避難所の名前や

内容も、市内の場所も知っている」が 11.0％となっています。 

障がい種別をみると、いずれも「福祉避難所について、何も知らない」が最も高くなって

います。 

 

【福祉避難所の認知度（単数回答）】 

 
福祉避難所の

名前や内容

も、市内の 

場所も知って

いる 

福祉避難所の

名前や内容は

知っている

が、市内の 

場所は知ら 

ない 

福祉避難所の

名前は聞いた

ことがある

が、内容も 

市内の場所も 

知らない 

福祉避難所に

ついて、何も

知らない 

無回答 

全体(n＝825) 11.0％ 6.9％ 12.4％ 58.8％ 10.9％ 

身体障がい者 

(n＝371) 
12.4％ 6.7％ 11.9％ 55.0％ 14.0％ 

知的障がい者

(n＝90) 
5.6％ 6.7％ 10.0％ 67.8％ 10.0％ 

精神障がい者

(n＝70) 
10.0％ 7.1％ 21.4％ 68.6％ 2.9％ 
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⑦ 災害等の緊急時の対応で重要だと思うことについて 

「災害が発生したときにすぐに知らせてくれる」が 53.2％と最も高く、次いで「避難場

所までの行き方をわかりやすく案内したり、教えてくれる」が 26.9％となっています。 

前回調査と比較すると、「地域の人などがすぐに助けにきてくれる」が 6.8 ポイント減少

しています。 

障がい種別をみると、いずれも「災害が発生したときにすぐに知らせてくれる」が最も高

くなっています。 

 

【災害等の緊急時の対応で重要だと思うこと（上位５項目／３つまでの複数回答）】 

災害が発生したときにすぐに

知らせてくれる

避難場所までの行き方をわかりやすく

案内したり、教えてくれる

地域の人などがすぐに助けにきてくれる

市役所が安否確認の必要な人を

あらかじめ把握しておく

避難場所での生活に特別な配慮や

工夫を行う

53.2

26.9

26.8

24.8

24.5

52.6

26.5

33.6

24.2

26.0

0% 20% 40% 60%

今回調査（n=825） 前回調査（n=616）

 
 

【障がい種別・災害等の緊急時の対応で重要だと思うこと 

（上位５項目／３つまでの複数回答）】 

 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 

身体障がい者

(n＝371) 

災害が発生 

したときに 

すぐに知らせ

てくれる 

市役所が安否

確認の必要な

人をあらかじ

め把握して 

おく 

地域の人など

がすぐに助け

にきてくれる 

避難場所まで

の行き方を 

わかりやすく 

案内したり、

教えてくれる 

避難場所での

生活に特別な

配慮や工夫を

行う 

56.9％ 27.8％ 25.3％ 22.9％ 

知的障がい者

(n＝90) 

災害が発生 

したときに 

すぐに知らせ

てくれる 

日ごろから 

災害などに 

備えて避難や

救助の練習を

しておく 

避難場所まで

の行き方を 

わかりやすく 

案内したり、

教えてくれる 

地域の人など

がすぐに助け

にきてくれる 

避難場所での

生活に特別な

配慮や工夫を

行う 

47.8％ 38.9％ 35.6％ 26.7％ 

精神障がい者

(n＝70) 

災害が発生 

したときに 

すぐに知らせ

てくれる 

避難場所まで

の行き方を 

わかりやすく 

案内したり、

教えてくれる 

災害など非常

事態になった

後の相談体制

を整えておく 

避難場所での

生活に特別な

配慮や工夫を

行う 

日ごろから 

災害などに 

備えて避難や

救助の練習を

しておく 

48.6％ 35.7％ 31.4％ 28.6％ 25.7％ 
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⑧ 成年後見制度の認知度について 

「名前も内容も知らない」が 34.5％と最も高く、次いで「名前を聞いたことがあるが、

内容は知らない」が 26.2％、「名前も内容も知っている」が 17.7%となっています。 

障がい種別をみると、いずれも「名前も内容も知らない」が最も高くなっています。 

 

【成年後見制度の認知度（単数回答）】 

 
名前も内容も  

知っている 

名前を聞いたこと

があるが、内容は 

知らない 

名前も内容も  

知らない 
無回答 

全体(n＝825) 17.7％ 26.2％ 34.5％ 21.6％ 

身体障がい者 

(n＝371) 
19.1％ 25.6％ 31.0％ 24.3％ 

知的障がい者

(n＝90) 
18.9％ 21.1％ 41.1％ 18.9％ 

精神障がい者 

(n＝70) 
15.7％ 35.7％ 40.0％ 8.6％ 

 

 

⑨ 介助者・支援者の年齢について 

「60～69歳」が 17.8％と最も高く、次いで「50～59 歳」が 13.9％、「70～79 歳」

が 12.2％となっています。また 60 歳以上の割合は、39.6%となっています。 

障がい種別をみると、身体障がい者と精神障がい者では「60～69 歳」が、知的障がい

者では「50～59 歳」が最も高くなっています。また 60 歳以上の割合は、身体障がい者

が 45.9％、知的障がい者が 27.8％、精神障がい者が 29.9％となっています。 

 

【介助者・支援者の年齢（上位５項目／単数回答）】 

 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 

全体(n＝825) 
60～69 歳 50～59 歳 70～79 歳 80 歳以上 40～49 歳 

17.8％ 13.9％ 12.2％ 9.6% 6.8％ 

身体障がい者 

(n＝371) 

60～69 歳 50～59 歳 70～79 歳 80 歳以上 40～49 歳 

18.9％ 14.3％ 13.5％ 3.0％ 

知的障がい者 

(n＝90) 

50～59 歳 40～49 歳 60～69 歳 30～39 歳 70～79 歳 

24.4％ 17.8％ 16.7％ 10.0％ 7.8％ 

精神障がい者 

(n＝70) 

60～69 歳 50～59 歳 40～49 歳 70～79 歳 80 歳以上 

15.7％ 12.9％ 7.1％ 

※知的障がい者の「80 歳以上」は、６位以下で 3.3%。 
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⑩ 地域の理解を進めていくために重要なことについて 

「地域行事への障がい者の参加を促進する等、地域住民等との交流の場を増やすこと」が

26.2％と最も高く、次いで「障がい者の一般企業への就労の促進」が 23.8％、「学校での

障がいに関する教育や情報の提供」が 23.2％となっています。 

前回調査と比較すると、概ね同様の傾向となっています。 

障がい種別をみると、身体障がい者と知的障がい者では「地域住民等との交流の場を増や

すこと」が、精神障がい者では「障がい者の一般企業への就労の促進」が最も高くなってい

ます。また、精神障がい者では「障がい者の一般企業への就労の促進」と「正しい知識の普

及啓発のための講演会等の開催」が、全体と比べ 10 ポイント以上高くなっています。 

 

【地域の理解を進めていくために重要なこと（上位５項目／３つまでの複数回答）】 

地域行事への障がい者の参加を促進する等、

地域住民等との交流の場を増やすこと

障がい者の一般企業への就労の促進

学校での障がいに関する教育や情報の提供

障がいについての正しい知識の

普及啓発のための講演会等の開催

障がい者の生活や障がいについての

正しい知識等を伝えるリーフレットの発行

26.2

23.8

23.2

19.0

18.9

30.4

22.6

24.0

20.1

19.5

0% 20% 40% 60%

今回調査（n=825） 前回調査（n=616）

 
 

【障がい種別・地域の理解を進めていくために重要なこと 

（上位５項目／３つまでの複数回答／選択肢の文言の一部省略）】 

 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 

身体障がい者

(n＝371) 

地域住民等と

の交流の場を

増やすこと 

学校での  

障がいに  

関する教育や

情報の提供 

正しい知識等

を伝える  

リーフレット

の発行 

障がい者の 

一般企業への

就労の促進 

正しい知識の

普及啓発の 

ための講演会

等の開催 

27.0％ 18.9％ 18.3％ 17.0％ 16.2％ 

知的障がい者

(n＝90) 

地域住民等と

の交流の場を

増やすこと 

障がい者の 

一般企業への

就労の促進 

正しい知識の

普及啓発の 

ための講演会

等の開催 

学校での  

障がいに  

関する教育や

情報の提供 

正しい知識等

を伝える  

リーフレット

の発行 

32.2％ 27.8％ 23.3％ 21.1％ 

精神障がい者

(n＝70) 

障がい者の 

一般企業への

就労の促進 

正しい知識の

普及啓発の 

ための講演会

等の開催 

学校での  

障がいに  

関する教育や

情報の提供 

地域住民等と

の交流の場を

増やすこと 

正しい知識等

を伝える  

リーフレット

の発行 

37.1％ 30.0％ 28.6％ 27.1％ 24.3％ 
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⑪ 住んでいる地域の印象について 

「住みやすい」が 41.7％と最も高く、次いで「どちらともいえない」が 24.0％、「住み

にくい」が 8.8%となっています。 

前回調査と比較すると、「住みやすい」が 18.0 ポイント増加する一方、「どちらともいえ

ない」が 13.5ポイント減少しています。 

障がい種別をみると、いずれも全体と比べ概ね同様の傾向となっています。 

 

【住んでいる地域の印象（単数回答）】 

住みやすい

住みにくい

どちらともいえない

わからない

無回答

41.7

8.8

24.0

7.6

17.8

23.7

13.3

37.5

17.0

8.4

0% 20% 40% 60%

今回調査（n=825） 前回調査（n=616）

 

 

【障がい種別・住んでいる地域の印象（単数回答）】 

 
住みやすい 住みにくい 

どちらともい

えない 
わからない 無回答 

身体障がい者 

(n＝371) 
41.8％ 6.7％ 26.7％ 5.1％ 19.7％ 

知的障がい者

(n＝90) 
45.6％ 7.8％ 20.0％ 10.0％ 16.7％ 

精神障がい者

(n＝70) 
41.4％ 12.9％ 21.4％ 12.9％ 11.4％ 
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⑫ 安心のまちづくりに向け、力を入れるべきことについて 

「生活支援（福祉サービス）の充実」が 42.1％と最も高く、次いで「保健・医療の充実」

が 33.9％、「生活環境の充実（災害時や居住環境）」が 22.4％となっています。 

前回調査と比較すると、概ね同様の傾向となっています。 

障がい種別をみると、いずれも「生活支援（福祉サービス）の充実」が最も高くなってい

ます。また、知的障がい者と精神障がい者では「雇用・就労の促進」が、全体と比べ 10 ポ

イント以上高くなっています。 

 

【安心のまちづくりに向け、力を入れるべきこと（上位５項目／３つまでの複数回答）】 

生活支援（福祉サービス）

の充実

保健・医療の充実

生活環境の充実

（災害時や居住環境）

相談支援と権利擁護の推進

雇用・就労の促進

42.1

33.9

22.4

21.1

18.9

46.3

36.7

26.5

23.7

18.7

0% 20% 40% 60%

今回調査（n=825） 前回調査（n=616）

 

 

【障がい種別・安心のまちづくりに向け、力を入れるべきこと 

（上位５項目／３つまでの複数回答）】 

 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 

身体障がい者

(n＝371) 

生活支援（福

祉サービス）

の充実 

保健・医療の

充実 

生活環境の 

充実（災害時

や居住環境） 

相談支援と権

利擁護の推進 

雇用・就労の

促進 

46.1％ 36.9％ 25.3％ 18.9％ 10.0％ 

知的障がい者

(n＝90) 

生活支援(福

祉サービス)

の充実 

生活環境の 

充実（災害時

や居住環境） 

雇用・就労の

促進 

保健・医療の

充実 

相談支援と権

利擁護の推進 

48.9％ 30.0％ 28.9％ 27.8％ 22.2％ 

精神障がい者

(n＝70) 

生活支援(福

祉サービス)

の充実 

保健・医療の

充実 

雇用・就労の

促進 

相談支援と権

利擁護の推進 

生活環境の 

充実（災害時

や居住環境） 

40.0％ 31.4％ 30.0％ 24.3％ 
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３．第１次計画の取り組み状況 

本宮市障がい者計画（第１次／平成 27 年度～令和元年度）の取り組み状況及び課題に

ついては、次のとおりです。 

※事業項目が多いため、主な実績（成果）と課題のみ記載。 

 

（１）互いに尊重しあう共生社会づくりについて 

① 障がいに対する理解の促進について 

主な実績（成果） 課題 

●社会福祉協議会の広報紙「本宮市社協だより・ふ

れあい」等を通じ、「手話講習会」等の情報を発

信。 

●社会福祉協議会主催による「福祉教育（共育）」

として、市内の小・中学校の児童・生徒を対象に、

障がい者との交流会や手話体験等を実施。 

●障がいのある人とそうでない人との交流機会と

して、「世界自閉症啓発デー本宮」を開催。 

●社会福祉協議会（ボランティア連絡協議会）をメ

インに、ボランティアの育成・活動支援等を実施。 

●広報活動については、年間を通

しての情報発信が課題。 

 

●ボランティアの育成・活動支援

については、関係団体との連携

強化が課題。 

 

② 権利擁護・虐待防止等について 

主な実績（成果） 課題 

●成年後見制度を推進するため、費用助成を検討

（令和２年度から実施）。 

●人権擁護委員による人権相談所の開設や子ども

まつり等の各種イベントをはじめ、学校訪問・ラ

ジオ等により、啓発活動を実施。また平成 30 年

度には、世界人権宣言 70 周年及び人権擁護委員

制度 70 周年記念事業として、人権パネル展示を

開催。 

●毎年度、本宮市高齢者及び障害者虐待防止連絡会

を開催。 

●成年後見制度の関連活動につ

いては、対象者の把握が課題。 

 

●人権擁護委員の活動について

は、認知不足が課題。 

 

●虐待防止については、複合的な

問題を抱えている対象者や世

帯に対する適切な対応・支援が

課題。 
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（２）住みなれた地域で暮らす環境づくりについて 

① 生活支援、相談支援、情報提供について 

主な実績（成果） 課題 

●施設・居宅介護等のサービス利用等、必要な障が

い福祉サービスを提供。 

●地域生活支援事業については、安達管内３市村共

同で推進。 

●相談支援については、関係機関との連携により、

多様化・複雑化するニーズに対応した相談支援を

実施。また、家庭児童相談員を２名配置し、障が

い等に問題を抱える児童や保護者の相談支援を

実施（家庭児童相談員による令和元年度相談受付

件数：延べ 2,594 件）。 

●「広報もとみや」や「身体障害者手帳のしおり」、

「療育手帳のしおり」等の情報提供を実施。 

●相談支援事業については、サー

ビス提供事業所の確保が課題。 

●相談支援については、関係機関

相互の情報共有が課題。また、

家庭児童相談員の相談件数が

増加していることから、業務内

容についてのあり方等の検討

が課題。 

●情報提供については、点字化、

音訳等による媒体の充実が課

題。 

 

 

② 保健・医療・健康づくり環境について 

主な実績（成果） 課題 

●障がいの発生予防・早期発見とフォローについて

は、疾患の発生から障がいに至ることがないよ

う、生活習慣病の早期発見、重症化予防のための

住民健診及び保健指導を実施。また、乳幼児健診

で発達経過観察となった際、各種健康相談や自立

支援協議会主催の遊びの広場等で、個別と集団の

指導の場を利用しながら、就学まで切れ目のない

体制を整備。 

●保健課等への来所や電話による相談は、社会福祉

課を通して相談支援事業所へつなげる連携を行

う。 

●心の健康づくり・自殺予防については、対面相談

による「こころの相談室」や電話相談による「き

ぼうホットライン」をはじめ、自殺予防のための

「ゲートキーパー養成講座」や相談窓口を記載し

たリーフレットの全戸配布を実施。また、臨床心

理士や委託医療機関との連絡調整を行う。 

●障がいの発生予防・早期発見と

フォローについては、専門医療

機関と相談支援専門員の不足

とともに、医療的ケア児の相談

支援体制の未整備が課題。ま

た、乳幼児期と就学時以降のフ

ォロー体制に、切れ目が生じて

いることが課題。 
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（３）地域の中で自立した生活が送れるまちづくりについて 

① 子どもの育ちへの支援について 

主な実績（成果） 課題 

●療育については、家庭児童相談員が「すくすく広

場」に参加し、対象乳幼児の経過観察や助言を行

うとともに、保護者の個別相談に対応。 

●子育て支援サービスについては、えぽか、地域子

育て支援センター等での子どもの遊び場の提供、

親子の交流、子育て相談の実施とともに、ファミ

リーサポートセンターの運営やホームスタート

等を実施。 

また平成 30 年度に、子育て応援センターあゆみ

を開所し、妊娠期から子育て期までのさまざまな

相談に応じ、切れ目のない支援を実施。 

●特別支援教育については、通常学級における支援

を要する児童・生徒に対し、特別支援教育支援員

を配置（令和元年度特別支援教育支援員配置数：

20 名）。また、南達方部特別支援教育推進協議会

において、研修会と視察研修を実施するととも

に、教育支援委員会を開催。 

●療育については、専門性の向上

や相談時対応のレベルアップ

が課題。 

 

●子育て支援サービスについて

は、子育て世帯のニーズに対応

した子どもの遊び場の拡充と

ともに、ファミリーサポートセ

ンターやホームスタートの効

果的な周知方法が課題。また、

子育て応援センターあゆみに

おいては、関係機関の情報共有

の場の充実が課題。 

 

●特別支援教育については、特別

支援教育支援員の確保が課題。 

 

② 雇用・就労の支援について 

主な実績（成果） 課題 

●令和元年度、安達管内３市村共同で、合同企業説

明会「障がい者おしごとフェア in あだち」を開催

（令和元年度開催実績：管内の企業９社が参加、

障がい者 39名受講）。 

●官公需の雇用促進については、保健福祉部の予算

関係で執行。 

●官公需の雇用促進については、

実績値の低迷が課題。 
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③ 各種活動への参加促進等について 

主な実績（成果） 課題 

●障がい者の参加を側面的に支える取り組みとし

て、手話通訳の派遣等を実施。 

 

●障がい者団体の活動支援を実施。 

 

●まちづくり等への参画促進については、各種委員

会の委員募集において、障がい者やその家族が参

加できるよう募集し、委員として参加していただ

いた。 

●生涯学習やスポーツ活動等へ

の参加促進については、障がい

のある人が参加しやすい講座

を企画することが課題。 

●障がい者団体の活動支援につ

いては、団体会員の高齢化と活

動の維持が課題。 

●まちづくり等への参画促進に

ついては、各種委員会等へのよ

り積極的な参加とともに、障が

い者やその家族の意見が事業

等に反映できる体制づくりが

課題。 

 

 

（４）安心・快適に暮らすためのまちづくり 

① 快適な生活環境づくりについて 

主な実績（成果） 課題 

●外出支援については、重度障がい者タクシー料金

等助成事業やリフト付自動車による福祉有償運

送サービス等を実施。 

●ユニバーサルデザインの考え方を踏まえたまち

づくりについては、中央公民館等所管の施設に、

車いすマークの駐車スペースを整備。 

●筆談マークを設置しての筆談対応等、障がい者に

やさしい庁内の環境づくりを推進。 

●中央公民館とサンライズもと

みやには、エレベーターがない

ことから、施設の改修が課題。 
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② 安全・安心なまちづくりについて 

主な実績（成果） 課題 

●防災対策については、防災行政無線のデジタル化

と FM 電波による多重化を図り、聴覚障がい者に

対する文字放送戸別受信機の無償配布を行うと

ともに、避難行動要支援者台帳システムと住基情

報の連携を開始。また、高齢者や障がい者の避難

と誘導を想定した訓練や、ろう者と手話通訳者に

参加を依頼した訓練を実施。 

●地域ぐるみの安全活動については、南達交通安全

大会及び各交通安全運動において、夜光反射材用

品の配布や啓発活動を実施。また、消費生活にか

かわる被害を未然に防ぐよう、啓発チラシの配布

やまちづくり出前講座を実施。 

●防災対策については、避難行動

へと結びつける意識啓発のあ

り方や災害時の支援のあり方

の検討が課題。 

 

●地域ぐるみの安全活動につい

ては、障がい者に対する理解促

進が課題。 
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４．計画策定に向けた現状と課題のまとめ 

本市の障がい者を取り巻く現状を整理すると、主な課題として以下の点が挙げられます。 

 

（１）障がいに対する理解の促進について 

国においては、平成２３年に改正障害者基本法が施行され、障がいの有無にかかわらず

人格と個性を尊重する共生社会の実現を目指すことが掲げられ、それ以降、平成 28 年に

障がい者差別の解消のための「障害者差別解消法」が施行される等、法制度の面における

「共生社会」の実現に向けた動きは拡大しています。 

 

アンケート調査結果で差別や偏見等を感じることの有無をみると、「ほとんど感じたこ

とはない」（31.2％）と「まったく感じたことはない」（16.2％）を合わせた『感じたこ

とはない』（47.4％）は５割弱で、「よく感じる」（8.4％）と「ときどき感じる」（23.8％）

を合わせた『感じる』（32.2％）を上回っているものの、差別や偏見等を『感じる』人が

少なからずいる状況が伺えます。また、障がい者が働くために必要なことをみると、「勤

務先の理解」（33.2％）が最上位となっているとともに、地域の理解を進めていくために

重要なことをみると、「学校での障がいに関する教育や情報の提供」（23.2％）が上位と

なっていることから、職場等での障がいに対する理解促進が必要とされています。 

 

市の取り組み状況においては、広報活動では、年間を通しての情報発信が、また、交流

事業の開催とボランティアの育成・活動支援では、関係団体との連携強化が課題として挙

げられています。 

 

 

●年間を通しての広報活動の推進と関係団体との連携強化による 

障がいに対する理解促進 

 

 



 

 

31 

（２）権利擁護・虐待防止等について 

国においては、平成 24年に障がい者の権利利益の擁護を目的とする「障害者虐待防止

法」が施行され、養護者や障がい者福祉施設従事者、雇用者等による障がい者への虐待の

防止とその養護者に対する支援等が示されています。また、平成 28 年には、成年後見制

度利用促進法が施行され、成年後見制度の利用促進の取り組み強化が示されています。 

 

アンケート調査結果で成年後見制度の認知度をみると、「名前も内容も知らない」

（34.5％）が３割半ばと最も高く、反対に、「名前も内容も知っている」（17.7%）が２

割弱にとどまっていることから、成年後見制度の周知強化が必要とされています。 

 

市の取り組み状況においては、成年後見制度の関連活動では対象者の把握が、人権擁護

委員の活動では認知不足が、虐待防止については、複合的な問題を抱えている対象者や世

帯に対する適切な対応・支援等が課題として挙げられています。 

 

 

●成年後見制度や人権擁護委員の活動の周知強化等による 

権利擁護・虐待防止等の推進 

 

 

 

（３）生活支援につながる相談支援について 

アンケート調査結果で現在の生活で困っている・不安に思うことをみると、「生活費の

こと」（30.4％）や「親の老後や親がいなくなってからのこと」（20.0％）が 2 割以上と

なっています。 

 

市の取り組み状況においては、関係機関相互の情報共有とともに、相談支援事業所をは

じめとしたサービス提供事業所の確保や、各種相談業務における支援のあり方等の検討が

課題として挙げられています。 

 

 

●関係機関との情報共有の強化等による相談支援の充実 
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（４）保健・医療環境等について 

アンケート調査結果で現在の生活で困っている・不安に思うことをみると、「自分の身

体・健康のこと」（58.2％）が６割弱と、最も高くなっています。また、安心のまちづく

りに向け、力を入れるべきことをみると、「保健・医療の充実」（33.9％）が上位に挙げ

られています。 

 

市の取り組み状況においては、障がいの発生予防・早期発見とフォローでは、専門医療

機関や相談支援専門員の不足とともに、医療的ケア児の相談支援体制の未整備等が課題と

して挙げられています。 

 

 

●専門医療機関や相談支援専門員の確保及び 

医療的ケア児の相談支援体制の整備等による保健・医療環境の充実 

 

 

 

（５）防災対策について 

国においては、災害対策基本法の改正に伴う「避難行動要支援者名簿の作成」が求めら

れており、また、本市においても令和元年 10 月に東日本台風被害が発生したことから、

障がい者が安心して地域生活を送れるよう、防災体制のあり方の検討が求められています。 

 

アンケート調査結果で避難行動要支援者名簿登録制度の認知度をみると、「知らない」

（58.4％）が６割弱と、最も高くなっています。また、福祉避難所の認知度をみても、「福

祉避難所について、何も知らない」（58.8％）が６割弱と、最も高くなっています。 

 

市の取り組み状況においては、避難行動へと結びつける意識啓発のあり方や災害時の支

援のあり方の検討が課題として挙げられています。 

 

 

●避難行動要支援者名簿登録制度等の周知強化と 

避難行動へと結びつける意識啓発等による防災対策の強化 
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（６）雇用・就労について 

国においては、平成 28年に障害者雇用促進法が改正され、障がい者の職場環境の改善

等が示されているとともに、令和元年に障害者雇用促進法の一部改正法が施行され、障が

い者の雇用状況についての的確な把握等が求められています。 

 

アンケート調査結果で障がい者が働くために必要なことをみると、「勤務先の理解」が

33.2％と最も高く、次いで「仕事を継続するための支援」が 21.6％、「働くために必要

な技術や知識等の習得」が 20.8％となっています。 

 

市の取り組み状況においては、雇用に関する官公需の実績値の低迷が課題として挙げら

れています。 

 

 

●障がい者の職場環境の改善や官公需の拡充等による雇用・就労支援の推進 

 

 

 

（７）地域交流について 

アンケート調査結果で地域の活動や行事の参加状況をみると、「ほとんど参加していな

い」（37.3％）が４割弱と最も高い等、地域の活動や行事への参加が低迷している状況が

伺えます。また、地域の理解を進めていくために重要なことをみると、「地域行事への障

がい者の参加を促進する等、地域住民等との交流の場を増やすこと」が最上位に挙げられ

ています。 

 

市の取り組み状況においては、生涯学習やスポーツ活動等への参加促進では、障がいの

ある人が参加しやい講座を企画することが、障がい者団体の活動支援では、団体会員の高

齢化と活動の維持が課題として挙げられています。 

 

 

●地域住民との交流の場づくり等の充実による地域交流支援の推進 
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第３章 計画の基本的な考え方 

１．基本理念 

障害者基本法では、「全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、

相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現すること」を目標として掲げて

います。 

本市では、「本宮市第２次総合計画 前期基本計画」の障がい者福祉分野において、「障

がいによることなく、誰もが生きがいをもって安心して暮らしているまち」を施策目標と

して掲げています。 

また、第１次計画においては、「障がい児・障がい者が、生きがいをもって安心して生

活しているまち 共生社会を目指す もとみや」を基本理念に掲げ、さまざまな障がい者

施策に関する取り組みを推進してきました。 

これらは、障がい者施策を推進するための基本的な理念であり、今後も目標とすべき普

遍的なテーマとして、本計画においても継承していきます。 

 

 

 
 

 

 

障がい児・障がい者が、 

生きがいをもって安心して生活しているまち 

共生社会を目指す もとみや 
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２．基本的視点 

本計画の基本理念に基づき、具体的に計画を推進していくため、各施策に共通する考え

方として、第１次計画を引き継ぎ、３つの基本的視点を定めます。 

 

（１）ライフステージに応じた支援 

障がいのある人への支援は、年齢や進学、卒業等で分断されることなく、その人の人生

全体を視野に入れ、継続性・連続性のあるものとして展開します。成人後についても、地

域での自立した生活を望む障がい者に対し、就労や自立した生活、居場所の確保への支援

を進めていきます。 

また、ライフステージに応じた支援を有効なものとするため、福祉、医療、雇用、教育

等の各分野が有機的に連携することで、継続性・連続性を持って適切に支援を行うための

基礎となる体制づくりに取り組みます。 

 

 

（２）障がい特性等に配慮した支援 

障がい者施策は、性別、年齢、障がいの種類別や程度、健康状態等に応じて、策定及び

実施します。 

特に、障がいのある子どもには、成人の障がい者とは異なる支援が必要であることに留

意します。 

 また、障がい種別（身体、知的、精神障がい）や障がい程度により、障がい者本人が求

めている支援ニーズについての情報収集を行い、障がい者の個性等を考慮した総合的なサ

ービスの提供を推進します。 

 

 

（３）障がい者をはじめとする当事者参画への支援 

障がい者が自らの意思決定に基づき、社会に参加する主体であることを踏まえるととも

に、障がい者施策の策定及びその実施にあたっては、障がい者及びその家族等の関係者の

意見を聴く等、その意見を尊重するよう努めます。 

また、障がい者本人の自己決定を尊重する観点から、障がい者本人が適切に意思決定を

行い、その意思を表明することができるよう、相談支援等の実施や情報提供、意思疎通の

ための手段や機会の確保を推進します。 
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SDGｓ
エスディージーズ

の視点について 

 

2015 年９月の国連総会で採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」

では、人々が地球環境や気候変動に配慮しながら持続可能な暮らしをするために取り組

むべき世界共通の行動目標として「SDGｓ
エスディージーズ

（Sustainable Development Goals／持

続可能な開発目標）」が掲げられました。 

本市の障がい者福祉においても、全 17 の目標のうち、特に関係性の深い目標として、

次のような目標が挙げられます。 

 

【障がい者福祉に関連する５つの目標】 

 

３ すべての人に健康と福祉を 

 

４ 質の高い教育をみんなに 

 

10 人や国の不平等をなくそう 

 

11 住み続けられるまちづくりを 

 

16 平和と公正をすべての人に 
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３．基本方針 

基本理念に基づき、本計画を具体的に推進していくため、第１次計画を引き継ぎ、４つ

の基本方針を定めます。 

 

 

 

 

「共生社会」の実現に向け、地域住民一人ひとりが障がいや障がいのある人への正しい

理解を深めることができるよう、年間を通した広報活動の充実を進めるとともに、関係団

体との連携強化に取り組みます。 

また、成年後見制度の利用促進の取り組み強化や人権擁護委員の活動の周知強化等、差

別解消や権利擁護の推進に取り組みます。 

 

 

 

 

障がい者やその介助者が住みなれた地域で自立した生活を続けられ、生活の質を高めて

いくことができるよう、サービス提供事業所の確保等地域における多様な生活のあり方を

支援するサービスの提供基盤の充実に取り組みます。 

また、障がいを早期に発見し、早期治療・療育、各種保健・福祉施策への適切な誘導が

図られるよう、保健・医療・福祉の連携強化による総合的な支援体制づくりを進めます。 

 

 

 

 

障がい児がそれぞれの個性を発揮し、その能力を最大限に伸ばしていけるよう、家庭児

童相談員による相談支援の充実や特別支援教育支援員の拡充等に取り組みます。 

また、関係機関との情報共有や連携強化による障がい者の就業支援や働くための環境づ

くりを行うとともに、障がい者やその家族、障がい者団体等のニーズの把握に努め、生涯

学習等のさまざまな活動への支援の充実に取り組みます。 

 

 

 

 

障がい者が住みなれた地域で安心かつ快適な暮らしが続けられるよう、障がい者や地域

住民のニーズの把握による生活環境づくりとともに、関係機関との連携による防災体制の

あり方の検討等、障がいのある人が災害や犯罪等の被害に巻き込まれる心配のない、安

全・安心のまちづくりを進めます。 

基本方針 1  ともに支えあって暮らす 

基本方針２  住みなれた地域で暮らす 

基本方針３  自分らしく生き生きと暮らす 

基本方針４  安心・快適に暮らすためのまちづくり 
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障がい児・障がい者が、 

生きがいをもって安心して生活しているまち 

共生社会を目指す もとみや 

４．施策体系 

《 基本理念 》 

 

 

 

 

 

 

《 基本方針 》         《 基本施策 》 

 

１ ともに支えあって暮らす 

  
（１）障がいに対する理解の促進 

  
   
   

  
（２）差別解消や権利擁護の推進 

  

 

２ 住みなれた地域で暮らす 

  
（１）生活支援の充実 

  
   
   

  
（２）情報提供・相談支援の充実 

  
   
   

  （３）保健・医療・健康づくり 

環境の充実   

 

３ 自分らしく生き生きと 

暮らす 

  （１）個性・可能性を伸ばす育ち 

への支援   
   
   

  
（２）雇用・就労の支援 

  
   
   

  （３）さまざまな活動への 

参加促進と活動支援   

 

４ 安心・快適に暮らすため

のまちづくり 

  （１）快適な生活環境づくりへの 

取り組み   
   
   

  （２）安全・安心なまちづくりの 

推進   
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《基本施策別施策項目》 

 基本施策 施策項目 

基
本
方
針
１ 

（１）障がいに対する理解の促進 

①市民の意識啓発・広報活動の充実 

②福祉教育の推進 

③交流の機会や場の確保 

④ボランティア活動・支え合い活動の

推進 

（２）差別解消や権利擁護の推進 

①権利擁護の推進 

②虐待防止体制の整備 

基
本
方
針
２ 

（１）生活支援の充実 

①障がい福祉サービスの推進 

②地域生活支援事業の推進 

③高齢者福祉サービスとの連携 

④サービスの質の向上 

⑤介助者への支援 

（２）情報提供・相談支援の充実 

①総合的な相談支援の推進 

②人材の育成 

③情報提供体制の充実 

（３）保健・医療・健康づくり環境の

充実 

①障がいの早期発見とフォローの推進 

②障がい者への適切な保健・医療  

サービスの充実 

③かかりつけ医の定着 

④心の健康づくり・自殺予防の充実 
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 基本施策 施策項目 

基
本
方
針
３ 

（１）個性・可能性を伸ばす育ちへの

支援 

①療育の充実 

②障がい児保育の推進 

③子育て支援サービスとの連携 

④就学指導の推進 

⑤特別支援教育の推進 

⑥保育・教育施設の整備 

⑦発達障がいについての啓発 

（２）雇用・就労の支援 

①障がい者の雇用等の支援 

②関係機関とのネットワークづくり 

③仕事の開拓・拡大に向けた取り組み 

④官公需の促進 

（３）さまざまな活動への参加促進と

活動支援 

①生涯学習やスポーツ活動等への参加

促進 

②参加を側面的に支える取り組み 

③障がい者団体の活動支援 

④まちづくり等への参画促進 

基
本
方
針
４ 

（１）快適な生活環境づくりへの 

取り組み 

①ユニバーサルデザインの考え方を 

踏まえたまちづくりの推進 

②住宅確保に対する支援 

③快適な居住環境の向上 

④外出支援の推進 

（２）安全・安心なまちづくりの推進 

①障がい者に配慮した防災対策の推進 

②地域ぐるみの安全活動の推進 
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第４章 施策の展開 

基本方針１．ともに支えあって暮らす 

 

（１）障がいに対する理解の促進 

「共生社会」の実現に向け、障がい者差別の解消のための「障害者差別解消法」が施行

される等、地域住民一人ひとりが障がいや障がいのある人への正しい理解を深めることが

より重要となっています。また、調査結果をみると、職場での障がいに対する理解促進や

学校での障がいに関する教育が必要とされていることから、年間を通した広報活動の充実

を進めるとともに、関係団体との連携強化による障がいに対する理解促進等に取り組みま

す。 

 

施策項目 ①市民の意識啓発・広報活動の充実 

施策内容 

市の広報紙「広報もとみや」や社会福祉協議会の広報紙「本宮市社協だより・

ふれあい」等による、年間を通じた広報活動の充実に取り組みます。 

また、障がいマークの普及や障がい者が必要とする配慮について具体的に示

し、コミュニケーションの円滑化を図ります。 

さらに今後は、さまざまな媒体を活用するとともに、年間を通じた情報発信に

取り組みます。 

 

施策項目 ②福祉教育の推進 

施策内容 

社会福祉協議会等の関係機関と連携し、市内の小・中学校の児童・生徒を対象

に、障がいのある人との交流会や体験学習等を通した福祉教育を行います。 

また、地域住民等が参加できる障がいや福祉に関する講習会、出前講座等を開

催し、学習の場を提供します。 

 

施策項目 ③交流の機会や場の確保 

施策内容 

障がいのある人とそうでない人との交流機会や場を確保し、互いの理解促進が

図れるよう、「世界自閉症啓発デー本宮」等の交流事業の開催に取り組みます。 

また、障がい者に係る団体と市の連携を強化し、障がいに対する理解促進につ

いて、協力して取り組みます。 
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施策項目 ④ボランティア活動・支え合い活動の推進 

施策内容 

障がいのない人が、障がい者と地域において、ともに生活し支えあう意識を育

み、障がい者の地域生活のサポーターとなるよう、社会福祉協議会（ボランティ

ア連絡協議会）と連携し、ボランティアの育成・活動支援と支え合いの地域福祉

活動に取り組みます。 

 

 

（２）差別解消や権利擁護の推進 

意思能力が十分ではないため、生活のさまざまな場面で権利を侵害されやすい障がい者

が、安心して日常生活を送れるよう、国においては、成年後見制度の利用促進の取り組み

強化が示されたことから、関係機関との連携を強化し、成年後見制度が必要な障がい者の

把握や制度の周知強化等に取り組みます。 

また、権利擁護活動の推進に向け、人権擁護委員の活動の周知強化に取り組みます。 

さらに、国からは、雇用者等による障がい者への虐待の防止とその養護者に対する支援

等が示されているため、関係機関との連携強化や養護者に対する支援等の充実に取り組み

ます。 

 

施策項目 ①権利擁護の推進 

施策内容 

社会福祉協議会が窓口となっている日常生活自立支援事業や、地域包括支援セ

ンターが窓口となっている成年後見制度利用援助事業、地域生活支援事業で実施

する成年後見制度利用援助事業等が、適切に利用されるよう、相談等のきめ細か

な対応に取り組みます。 

また、関係機関との連携を強化し、成年後見制度が必要な障がい者の把握を進

めるとともに、制度の周知強化や利用相談の充実に取り組みます。 

さらに、権利擁護活動に携わっている人権擁護委員による人権相談所や市内各

種イベント等の啓発活動の支援に取り組むとともに、人権擁護委員の活動が十分

に周知されていないことから、今後は、人権擁護委員活動の周知強化等の支援を

通じて、人権尊重の大切さを学ぶ機会の設置に取り組みます。 

 

施策項目 ②虐待防止体制の整備 

施策内容 

障がい者に対する虐待防止・早期発見に向け、市の関係機関と連携し、「本宮

市高齢者及び障害者虐待防止連絡会」を開催します。 

また、福島県あだち地域相談支援センターあだたらやあだち地方地域自立支援

協議会等との連携強化とともに、複合的な問題を抱えている対象者や世帯がみら

れることから、今後は、養護者に対する支援も含め、複合的な問題に対する適切

な対応・支援の充実に取り組みます。 
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基本方針２．住みなれた地域で暮らす 

 

（１）生活支援の充実 

障がい者やその介助者が住みなれた地域で自立した生活を続けられ、生活の質を高めて

いくため、本人の意向や心身の状況に応じた適切なサービスや支援が受けられるよう、地

域における多様な生活のあり方を支援するサービスの提供基盤の充実に取り組みます。 

また、本市において課題となっている、相談支援事業におけるサービス提供事業所の確

保等に取り組みます。 

 

施策項目 ①障がい福祉サービスの推進 

施策内容 

障害者総合支援法に基づき、障がい者及び障がい児がその有する能力及び適性

に応じ、施設・居宅介護等のサービス利用等、支援が必要な障がい福祉サービス

の給付を行います。本市において課題となっている相談支援事業所の確保につい

ても、令和４年度開設に向けて取り組みます。 

また、適切な各種サービスの給付につながるよう、支援を必要とする対象者か

らの多様な相談や要望へのきめ細かい対応に取り組みます。 

なお今後も、地域での自立した生活を確保するため、グループホーム等の運営

支援を進めます。 

 

施策項目 ②地域生活支援事業の推進 

施策内容 

地域での自立した生活を支えるため、安達管内３市村共同で、各種必須事業及

び任意事業の効果的・効率的な実施に取り組みます。 

また、安達管内３市村共同の連携強化とともに、サービス提供事業所の確保に

取り組みます。 

さらに、相談支援体制の強化や緊急時の受入等、地域生活拠点の充実を図りま

す。 

 

施策項目 ③高齢者福祉サービスとの連携 

施策内容 
支援が必要な高齢障がい者の暮らしを支えるため、高齢者福祉サービスと連携

を図り、効果的なサービスの推進と適切な利用促進を図ります。  

 

施策項目 ④サービスの質の向上 

施策内容 

障がい福祉サービスの提供事業所や社会福祉協議会等で提供されるサービス

の質が向上するよう、サービス提供事業所等との連携を強め、人材確保や研修の

充実に取り組みます。 
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施策項目 ⑤介助者への支援 

施策内容 

障がい者を養育・介護する家族等の負担軽減とリフレッシュのため、サービス

提供事業所等との調整を図り、障がい者を日中に預けられる環境を整備します。 

また、情報交換や学習機会の提供等を行い、障がい者の家族間の交流の活発化

を促します。 

今後も、サービス提供事業所の確保に取り組みます。 

 

 

（２）情報提供・相談支援の充実 

障がい者が住みなれた地域で自立した生活を送れるよう、関係機関相互の情報共有を強

化し、総合的な相談支援体制の充実を推進します。 

また、障がい者が必要な情報を得ることができるよう、それぞれの障がいに配慮した情

報伝達手段の拡大に取り組みます。 

 

施策項目 ①総合的な相談支援の推進 

施策内容 

障がい者の多様化・複雑化するニーズに適切に対応できるよう、あだち地方地

域自立支援協議会や相談支援事業所等の関係機関相互の情報共有を強化し、総合

的な相談支援体制の充実を推進します。 

また、障がいのある人のみならず、それを支える家族（介護者）の悩みごとや

心配ごと等を気軽に相談できる窓口となるよう、市の各種窓口を中心に、家庭児

童相談員や地域で各種相談に携わっている民生委員・児童委員、身近な社会福祉

協議会の相談窓口等との連携強化に取り組みます。 

 

施策項目 ②人材の育成 

施策内容 

安達管内３市村共同によるあだち地方地域自立支援協議会と連携し、多様で専

門性が必要な相談等に対応できる相談支援コーディネーターの確保とともに、相

談支援事業所の資質向上や福祉を支える人材養成の支援に取り組みます。 

 

施策項目 ③情報提供体制の充実 

施策内容 

「広報もとみや」や「身体障害者手帳のしおり」「療育手帳のしおり」、市のホ

ームページ等の多様な媒体を活用し、障がい福祉サービスやその他の障がいに関

するサービスの周知や情報提供に取り組みます。 

また、それぞれの障がいに配慮した音訳、手話通訳等の更なる充実に取り組み、

情報伝達手段の拡大を進めます。 
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（３）保健・医療・健康づくり環境の充実 

障がいの早期発見とフォロー体制の充実に向け、関係機関との連携を強化するとともに、

広域圏での医療的ケア児の相談支援体制づくり等に取り組みます。 

また、適切な保健・医療サービスの充実に向け、相談支援事業所との連携強化に取り組

むとともに、心の健康づくりや自殺予防体制の充実に向け、臨床心理士や委託医療機関等

との連携強化に取り組みます。 

 

施策項目 ①障がいの早期発見とフォローの推進 

施策内容 

妊娠期から成人期まで、各ライフステージにおける検診を実施する中で、疾病

の予防・早期発見・重症化予防に取り組みます。 

また、発達において経過観察や支援が必要な子どもと家庭が把握された際に

は、教育、相談支援専門員、事業所、児童相談所、子育て広場事業等との連携を

強化し、就学まで切れ目のないフォロー体制の充実に取り組みます。 

さらに今後は、専門医療機関の充実に向け、相談支援事業所の拡充や関係職員

の確保と知識・スキルの向上を図るとともに、広域圏での医療的ケア児の相談支

援体制づくりに取り組みます。 

 

施策項目 ②障がい者への適切な保健・医療サービスの充実 

施策内容 

来所や電話等による随時相談に対応するとともに、適切な保健・医療サービス

が受けられるよう、市と相談支援事業所の相談支援専門員が連携し、本人・家族

の意向に沿った、適切な保健・医療サービスの支援を行います。 

また、必要に応じ、障がい者のみならずその家族の健康状態の把握と健康支援

を行います。 

 

施策項目 ③かかりつけ医の定着 

施策内容 

障がいのある人にとっては、日常的に医療と切り離せない場合が多いことが考

えられることから、かかりつけ医の定着に向け、本人及び家族の聞き取りにより、

かかりつけ医の確認を行います。 

 

施策項目 ④心の健康づくり・自殺予防の充実 

施策内容 

自殺に追い込まれようとしている人が安心して相談できるよう、相談窓口を記

載したリーフレットの作成・配布とともに、対面相談による「こころの相談室」

や電話相談による「きぼうホットライン」の実施に取り組みます。 

また、自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応を図ることができる人材

を育成する「ゲートキーパー養成講座」の実施とともに、臨床心理士や委託医療

機関等との連携強化に取り組みます。 
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基本方針３．自分らしく生き生きと暮らす 

 

（１）個性・可能性を伸ばす育ちへの支援 

障がい児がそれぞれの個性を発揮し、その能力を最大限に伸ばしていけるよう、家庭児

童相談員による相談支援の充実をはじめ、特別支援教育支援員の拡充や障がい児保育にお

ける特別支援教育支援員の配置による障がい児の事故防止や発達の促進に向けた支援等

に取り組みます。 

また、保護者の不安を解消するために、情報交換会の場を設けるとともに、子育て支援

団体との連携を進めます。 

 

施策項目 ①療育の充実 

施策内容 

一人ひとりの状況に応じた療育につながるよう、家庭児童相談員や保健師が

「すくすく広場」に参加し、経過見守りの必要な乳幼児の保護者等に対する相

談・助言を行います。 

また今後は、通所支援や支援センターへの適切な対応につながるよう、専門性

や相談対応の向上のための研修会の参加に取り組みます。 

 

施策項目 ②障がい児保育の推進 

施策内容 

発達障がい等、障がいのある子ども等に対する地域の中での育ちに向け、支援

医師の指導の下、集団生活が可能な子どもについては、保育所又は幼稚園での受

け入れを行います。 

また、必要に応じ特別支援教育支援員を配置し、障がい児の事故防止や発達の

促進に向けた支援を行います。 

さらに今後は、保育士等の人材不足が恒常化していることから、保育士の確保

に取り組みます。 

 

施策項目 ③子育て支援サービスとの連携 

施策内容 

子育て応援センターあゆみを通じた、妊娠期から子育て期までのさまざまな相

談・支援やさくらんぼひろば、えぽか、地域子育て支援センターを通じた、子ど

もの遊びの場の提供や親子の交流、子育て相談とともに、ファミリーサポートセ

ンターや未就学児を抱えた子育て家庭に、研修を受けたボランティアが訪問する

ホームスタート等の子育て支援サービスの利用促進に取り組みます。 

また今後は、子育て応援センターあゆみでの関係機関の情報共有の場の充実に

取り組みます。 

さらに、子どもの遊び場の設置ついて、子育て家庭のニーズが高いことから、

子どもの遊び場の拡充に向けた検討に取り組むとともに、ファミリーサポートセ

ンターの会員拡大に向けた検討に取り組みます。 
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施策項目 ④就学指導の推進 

施策内容 

子どもの障がいにより就園・就学に不安を持つ保護者に対し、子どもにとって

の適切な環境が整えられるよう、指導主事やスクールソーシャルワーカーが相談

窓口となり、各種支援学校等と連携した支援を行います。 

 

施策項目 ⑤特別支援教育の推進 

施策内容 

障がいのある児童・生徒に対し、十分な学習活動に参加できる環境を整えるた

め、特別支援教育支援員を配置し、適切な就学指導を行うとともに、通常学級に

おける支援を行います。 

また今後は、特別支援教育支援員について、本宮市教育振興基本計画に基づき、

令和５年までに 24名の配置に取り組みます。 

さらに、特別支援を必要とする児童・生徒の就学指導に向けた南達方部特別支

援教育推進協議会の開催とともに、特別支援教育にかかわる研修会や、特別支援

教育コーディネーターや支援員を対象とした研修会の開催に取り組みます。 

 

施策項目 ⑥保育・教育施設の整備 

施策内容 

障がいのある子どもたちの学習環境づくりに向け、学校施設等長寿命化計画に

基づき、多目的トイレやエレベーターが設置されていない教育施設等の整備を行

います。 

また今後は、施設整備に向け、関係各課との連携や情報共有の強化に取り組み

ます。 

 

施策項目 ⑦発達障がいについての啓発 

施策内容 
発達障がいに不安を抱く保護者に対し、専門機関への受診につながるよう、家

庭児童相談員が働きかけを行います。 
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（２）雇用・就労の支援 

国においては、障害者雇用促進法の改正により、障がい者の雇用支援の充実が求められ

ていることから、関係機関との情報共有や連携強化による就労支援をはじめ、担当部署の

連携による進路支援、市職員をはじめとした障がい者雇用率の拡充等に取り組みます。 

 

施策項目 ①障がい者の雇用等の支援 

施策内容 

障がい者の雇用促進に向け、安達管内３市村共同で、合同企業説明会「障がい

者おしごとフェア in あだち」を開催します。 

また、社会福祉課と子ども福祉課が連携し、本人と保護者に対して、将来への

希望や要望を聞く等、将来の進路についての支援を行います。 

さらに今後は、地域の経済環境や雇用慣行の変化をとらえた動向の把握・分析

を行います。 

 

施策項目 ②関係機関とのネットワークづくり 

施策内容 

対象児童のケース会議に参加し、対象児童の成育歴を踏まえた効果的な助言を

積極的に行います。 

また、あだち地方地域自立支援協議会に参加し、関係機関との情報共有や連携

の強化を図り、就労につながる支援に取り組みます。 

 

施策項目 ③仕事の開拓・拡大に向けた取り組み 

施策内容 

県の工賃向上プランを踏まえ、あだち地方地域自立支援協議会と連携し、地域

での仕事の開拓・拡大に取り組みます。 

また、市職員をはじめとした障がい者雇用率の拡充を図ります。 

 

施策項目 ④官公需の促進 

施策内容 

障がい者の作業意欲を高め、工賃の増加や就労訓練できる場の確保等につなが

るよう、市役所での福祉施設への物品等の購入、印刷、役務等の発注に取り組み

ます。 
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（３）さまざまな活動への参加促進と活動支援 

障がい者の円滑な社会参加の促進に向け、障がい者やその家族、障がい者団体等のニー

ズの把握に努め、生涯学習やスポーツ活動、まちづくり等のさまざまな活動への参加促進

及び活動への支援に取り組みます。 

 

施策項目 ①生涯学習やスポーツ活動等への参加促進 

施策内容 
障がい者の社会参加促進に向け、障がいのある人が参加しやすい講座となるよ

う、障がい者のニーズを把握し、生涯学習等の講座の企画・運営に取り組みます。 

 

施策項目 ②参加を側面的に支える取り組み 

施策内容 
障がい者がさまざまな活動に参加しやすくなるための側面的な支援策として、

手話通訳の派遣や障がい者支援ボランティア等の活用に取り組みます。 

 

施策項目 ③障がい者団体の活動支援 

施策内容 

社会福祉協議会と連携し、身体障がい者福祉会の活動の情報提供等を行いま

す。 

また、障がい者団体の会員の高齢化と団体活動の維持が課題として挙げられて

いることから、団体活動の支援のあり方についての検討に取り組みます。 

さらに今後も、団体で行っている訪問活動やスポーツ大会への参加、子どもま

つり、いも煮会の開催等の活動支援に取り組みます。 

 

施策項目 ④まちづくり等への参画促進 

施策内容 

まちづくりのための各種委員会等へ、障がい者が積極的に参画できるよう、庁

内の体制の強化に取り組みます。 

また、市の事業等についても、障がい者やその家族のニーズの把握に努め、障

がい者やその家族の意見が反映できるような体制づくりに取り組みます。 
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基本方針４．安心・快適に暮らすためのまちづくり 

 

（１）快適な生活環境づくりへの取り組み 

誰にとってもやさしいまちづくりに向け、障がい者や地域住民のニーズの把握に努め、

中央公民館もしくはサンライズもとみやへのエレベーターの設置に取り組みます。 

また、快適な居住環境の提供に向け、障がい者への住宅改修補助制度の周知推進や、公

営住宅におけるトイレ水洗化改修や住戸内の段差解消の検討等に取り組みます。 

 

施策項目 ①ユニバーサルデザインの考え方を踏まえたまちづくりの推進 

施策内容 

ユニバーサルデザインやバリアフリーの考え方を踏まえ、障がい者や地域住民

のニーズの把握に努め、利用者の視点に立った公共施設を整備するとともに、障

がい者にやさしい庁内の環境づくりを推進します。 

また、中央公民館とサンライズもとみやでは、エレベーターがなく、2階へあ

がる場合バリアフリーとなっていないことから、今後は、中央公民館もしくはサ

ンライズもとみやへのエレベーターの設置に取り組みます。 

さらに今後も、ユニバーサルデザインフォントを活用する等、ユニバーサルデ

ザインについての理解を深め、日常で必要とされる場面におけるユニバーサルデ

ザインの活用に取り組みます。 

 

施策項目 ②住宅確保に対する支援 

施策内容 

障がい者が住みなれた地域で、安全で快適に継続して生活が営めるよう、地域

資源の把握をはじめ、体験型のグループホームや公営住宅の活用、アパートや空

き家等の民間住宅の活用、利用者負担の軽減策等、さまざまな視点から関係機関

との協議・検討に取り組みます。 

 

施策項目 ③快適な居住環境の向上 

施策内容 

快適な居住環境を確保するため、障がい者への住宅改修補助制度の周知推進等

による支援を図ります。 

また、公営住宅について、トイレ水洗化改修を行うとともに、今後も、住戸内

の段差解消や手摺りの設置の検討に取り組みます。 

 

施策項目 ④外出支援の推進 

施策内容 

障がい者が外出しやすい環境づくりに向け、重度障がい者タクシー料金等助成

事業をはじめ、地域生活支援事業の自動車運転免許取得・改造費給付事業等に取

り組みます。 

また、移動や外出を支援するサービスの周知とともに、サービスの利用促進に

取り組みます。 
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（２）安全・安心なまちづくりの推進 

国においては、災害対策基本法の改正に伴う「避難行動要支援者名簿の作成」が求めら

れており、本市においても令和元年 10 月に東日本台風被害が発生したことを受け、関係

機関との連携を図りながら、防災体制の強化や障がい者の意識啓発に取り組みます。 

また、交通事故や消費生活トラブル等に巻き込まれないよう、地域における安全活動の

更なる充実に取り組みます。 

 

施策項目 ①障がい者に配慮した防災対策の推進 

施策内容 

本宮市地域防災計画に基づき、援護が必要な障がい者等については災害予防対

策を推進するとともに、災害時の応急対策を講じます。特に、障がい者等は災害

時に支援が必要となる可能性が高いことから、避難行動要支援者台帳システムと

住基情報の連携を推進するとともに、災害時に、避難行動へどう結びつけるかが

課題となっていることから、今後は、障がい者等の意識啓発に取り組みます。 

また、防災訓練において、障がい者の避難と誘導を想定した訓練や、ろう者と

手話通訳者の参加訓練等の実施に取り組むとともに、今後は、災害時における共

助による障がい者支援が確保されるよう、支援のあり方等の情報発信に取り組み

ます。 

 

施策項目 ②地域ぐるみの安全活動の推進 

施策内容 

南達交通安全大会及び各交通安全運動において、夜間帯における障がい者への

交通事故防止へ向けた、夜光反射材用品の配布や啓発活動の実施に取り組みま

す。 

また今後は、交通事故や消費生活被害の防止対策において、各関係機関等と情

報共有による障がい者支援が確保されるよう、支援のあり方等の情報発信に取り

組みます。 

さらに、消費生活にかかわる被害を未然に防ぐよう、啓発チラシの配布やまち

づくり出前講座を実施します。 
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第５章 計画の推進に向けて 

１．障がい者の生活を支援するネットワークの構築 

（１）庁内体制の整備 

庁内においては、関係各課及び各課の実務担当者で情報交換・共有を行うとともに、連

携した体制を整備し、計画を推進します。 

 

（２）地域ネットワークの強化 

市民や関連機関との連携をより一層強め、それぞれの役割を検討しつつ、計画の実現に

向けて取り組んでいきます。特に、医療機関、教育機関、雇用関係、施設関係、市民等の

さまざまな立場からの参画を得て開催されている地域自立支援協議会と連携し、地域ネッ

トワークの強化や市内の地域資源の改善、地域関係機関の連携のあり方等について検討し

ていきます。 

 

（３）国、県、近隣市町村との連携 

障がいのある人の地域生活を支えるさまざまな施策は、国や県の制度に基づき運営され

ているものが少なくありません。このため、国や県の新しい動向を注視しつつ密接な連携

を図りながら施策を推進します。 

また、地方公共団体の責務として、市民のニーズを的確に把握しながら、利用者本位の

より良い制度に向けて、国・県に対し必要な要望を行うとともに、行財政上の措置を要請

していきます。 

さらに、近隣市町村と連携した取り組みを推進します。 

 

 

２．計画の推進体制 

（１）計画の周知 

本計画を円滑に推進するためには、市民一人ひとりの協力が重要です。計画の公表は、

より多くの市民に周知することや、透明性を確保する上で必要であることから、市ホーム

ページや広報紙への掲載等、あらゆる機会を通して計画や進捗状況を公表し、市民への情

報提供を行います。 
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（２）計画の進行管理 

庁内においては、関係各課及び各課の実務担当者で情報交換し、全庁的な体制のもとで

本計画の進捗状況や関連情報の把握と評価を行いつつ、計画の推進を図っていきます。 

また、本宮市保健福祉行政推進協議会において、計画の全体的な実施状況の点検や意見

交換を行いながら計画を推進します。 

本計画の進行管理にあたっては、Plan（計画）、Do（実行）、Check（評価）、Action

（改善）を繰り返すマネジメント手法である「PDCA サイクル」に沿って進捗状況の評

価・検証を行いながら、改善を重ねていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障がい福祉施策の推進 

 

Plan（計画） 

障がい者計画 

 

Do（実行） 

施策・事業 

Action（改善） 

施策の見直し・修正 

Check（評価） 
計画の推進状況の 

評価・検証 
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資料編 

１．本宮市保健福祉行政推進協議会要綱 

 

（設置）  

第１条  本市の保健福祉行政全般における各種計画及び諸問題に対し、効率的な実

現を推進するため、本宮市保健福祉行政推進協議会 (以下「協議会」という。 )を

置く。  

（所掌事務）  

第２条  協議会は、次に掲げる事項について協議する。  

（１）  本宮市地域福祉計画に関すること。  

（２）  本宮市保健計画に関すること。  

（３）  本宮市次世代育成支援行動計画に関すること。  

（４）  本宮市障がい者計画に関すること。  

（５）  本宮市障がい福祉計画に関すること。  

（６）  その他市長が必要と認める事項  

（委員）  

第３条  委員の定数は、15人とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。  

（１）  識見を有する者  

（２）  関係機関から推薦のあった者  

（３）  前号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者  

（任期）  

第４条  委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。  

２  委員は、再任されることができる。  

（会長及び副会長）  

第５条  協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選任する。  

２  会長は、協議会を代表し、会務を総括する。  

３  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。  

（会議）  

第６条  協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。  

（委員報償）  

第７条  委員の報償については、本宮市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費

用弁償に関する条例（平成19年本宮市条例第51号）のうち国民健康保険事業の

運営に関する協議会委員に準じるものとする。  

（庶務）  

第８条  協議会の庶務は、社会福祉課において処理する。  
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（その他）  

第９条  この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、市長が別に定

める。  

附  則  

この要綱は、平成19年１月１日から施行する。  

附  則（平成21年９月11日告示第137号）  

この告示は、平成21年10月1日から施行する。  

附  則（平成24年５月23日告示第87号）  

この告示は、公布の日から施行する。  

附  則（平成30年3月23日告示第22号）  

この告示は、平成30年４月１日から施行する。  
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２．本宮市保健福祉行政推進協議会（策定委員会）委員名簿 

 

選出区分 職 名 氏 名 備 考 

１号委員 

会 長 藤 本   真 
特定非営利活動法人 

オハナ・おうえんじゃー理事長 

委 員 熊 田 伸 子 郡山女子大学教授 

委 員 吉 田 幹 男 よしだ内科院長 

委 員 菅 野 敦 子 家庭児童相談員 

２号委員 

副会長 森 藤 雅 之 
本宮方部特別支援教育推進委員会

委員長 

委 員 芦 間 則 行 本宮市社会福祉協議会会長 

委 員 桒 原 一 美 本宮市身体障がい者福祉会会長 

委 員 石 井   清 本宮市民生児童委員協議会会長 

委 員 渡 邉   薫 主任児童委員 

委 員 矢 島 八重子 本宮市健康を守る連盟会計 

委 員 遠 藤 恵美子 本宮市女性団体連絡協議会会長 

委 員 石 橋 宏 章 もとみや青年会議所副理事長 
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３．本宮市障がい福祉推進本部規程 

平成21年4月27日  

訓令第15号  

改正  平成21年9月11日訓令第26号  

平成23年12月9日訓令第20号  

平成24年3月28日訓令第2号  

（設置）  

第１条  本市の障がい福祉事業推進のため、本宮市障がい福祉推進本部（以下「本

部」という。）を置く。  

（所掌事項）  

第２条  本部の所掌事項は、次のとおりとする。  

（１）  本宮市障がい者計画の策定に関すること。  

（２）  本宮市障がい福祉計画の策定に関すること。  

（３）  障がい者施策全般に関すること。  

（４）  その他市長が必要と認める事項  

（組織）  

第３条  本部は別表に掲げる職にある者をもって組織する。  

２  本部に本部長及び副本部長を置き、本部長に保健福祉部長、副本部長に社会福

祉課長をもって充てる。  

（本部長）  

第４条  本部長は会務を総理する。  

２  本部長に事故があるときは、副本部長が、その職務を代理する。  

（会議）  

第５条  会議は、本部長が招集し、本部長が、会議の議長となる。  

２  本部長が必要と認めたときは、会議に関係職員等の出席を求めることができる。 

（部会）  

第６条  本部長は、所掌事項に係る専門的な調査研究を行うため、部会を置くこと

ができる。  

（庶務）  

第７条  本部及び部会の庶務は、社会福祉課において処理する。  

（その他）  

第８条  この訓令に定めるもののほか、本部及び部会に関し必要な事項は、本部長

が会議に諮って定める。  

附  則  

この訓令は、平成21年5月1日から施行する。  

附  則（平成21年9月11日訓令第26号）  

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。  
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附  則（平成23年12月9日訓令第20号）  

この訓令は、公布の日から施行する。  

附  則（平成24年3月28日訓令第2号）  

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。  

 

別表（第 3条関係） 

区分 職名 

本部長 保健福祉部長 

副本部長 社会福祉課長 

委員 総務課長 

委員 財政課長 

委員 政策推進課長 

委員 高齢福祉課長 

委員 子ども福祉課長 

委員 保健課長 

委員 市民福祉課長 

委員 幼保学校課長 
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４．策定の経緯 

年 月 日 会 議 名 等 内 容 

令和元年 

11 月８日～ 

11 月 28日 

『本宮市第２次障がい者計画』

策定のためのアンケート調査

の実施 

■市内在住の障がい者手帳（身体障害

者手帳、療育手帳、精神障害者保健

福祉手帳）をお持ちの方及び自立支

援医療費受給者（1,660 件） 

令和２年 

３月 18日 

第１回本宮市保健福祉行政推

進協議会 
■アンケート調査結果について 

９月３日 
第１回本宮市障がい福祉推進

本部会議 

■本宮市第２次障がい者計画・素案に

ついて 

９月 14日 
第２回本宮市保健福祉行政推

進協議会 

■本宮市第２次障がい者計画・素案に

ついて 

※新型コロナウイルス感染症拡大防

止のため書面開催 

10 月 12日 課長会議 
■本宮市第２次障がい者計画・素案に

ついて 

10 月 15日 庁議 
■本宮市第２次障がい者計画・素案に

ついて 

10月22日～ 

11 月４日 
パブリックコメントの実施  

11 月 16日 庁議 
■本宮市第２次障がい者計画・素案に

ついて（パブリックコメント反映） 

12 月８日 庁議 
■本宮市第２次障がい者計画・素案に

ついて（最終案） 
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